
 

令和６年度 事業計画 

 

１．基本方針 

 港湾の整備及び利用促進を通じて、経済基盤の強化や地域の振興を図るとともに、国民

の安全・安心の確保、国際交流の進展に寄与するため、以下の基本方針に基づき事業を  

進める。 

（1） 港湾の整備及び利用促進を図るため、令和７年度政府予算編成に向けた取り組み

を行うとともに、国民の港湾への理解を増進するための広報・啓発活動を行う。 

（2） 港湾に関する調査研究及び知識の普及、並びに港湾の整備とその管理の改善に関する

事業を行う。 

（3） 積極的な情報の発信、意見の聴取、集約等を行い、国民のニーズに的確に対応   

した事業を実施する。このため会員の協力を得つつ各専門委員会を機動的に開催 

するとともに新たな活動にも積極的に取り組む。 

    

２．港湾整備・振興事業 

２－１ 港湾整備・振興促進運動 

港湾の整備及び利用促進を図るため、所要の予算の確保や制度の拡充に向けて、全国

港湾知事協議会、港湾都市協議会、日本港湾振興団体連合会及び港湾海岸防災協議会  

など関係諸団体と協力して「経済と暮らしを支える港づくり全国大会」を開催するなど

効果的な運動を展開する。また、地方の港湾協会など友好団体との連携を図る。 

 

２－２ 広報・啓発活動、振興活動 

港湾が国民生活に果たしている役割とともに、我が国経済の国際競争力の強化や地域

経済の活性化、国民の安全・安心の確保等のために港湾で展開されている取組等につい

て、国民の理解を深めるための情報発信に努める。 

また、広報・啓発活動や振興活動への支援、さらに港湾関係者等から出される港湾の    

振興等に関する要望への対応を図る。 

 （1） 広報・啓発活動等 

   港湾関係諸団体とともに、「港に対する理解」と「港湾の整備振興に対する理解」

を得るための広報・啓発活動を行う。 

 （2） 海の月間関連行事への協賛等 

   「海の日」を中心に開催される「海の月間」に関連する行事等を、地方公共団体、

海事関係団体とともに実施する。 

(3) 国際津波・沿岸防災技術啓発事業への参画 

   沿岸防災技術に係る国内外での啓発及び普及促進を図ることを目的とした事業に

関係団体とともに参画する。 

  

 



２－３ 関係団体への協賛、協力等 

港湾に関係する国際団体の活動にわが国の意見を反映させるとともに、港湾を場と  

する諸事業に参画するため、国際港湾関係団体の活動や港湾に関係する学会の活動等に

協賛協力する。 

  （主な団体） 

  国際港湾協会、国際航路協会、アジア交通学会、日本沿岸域学会、（一財）運輸総合

研究所、国際港湾交流協力会 

 

３．港湾政策研究等事業 

３－１ 港湾政策研究 

 ロシアによるウクライナ侵略による原油価格等の高騰、サプライチェーンの断絶、中

国経済の成長鈍化など、世界の社会経済状況の急激な変化が、我が国社会経済に大きな

影響を及ぼしている。また、気候変動の影響による災害の頻発・激甚化、巨大地震の発

生等も懸念され、大規模自然への取り組みが急務となっている。これら港湾をとりまく

状況の変化に対応して、港湾の国際競争力強化、企業のサプライチェーン強靭化への対

応、ＤＸの加速、地域再生への支援、安全・安心の確保などの課題が山積している。ま

た、脱炭素社会の実現に向けて、港湾機能の高度化等を進めるカーボンニュートラルポ

ートへの取り組みが求められている。 

このような情勢変化に戦略的かつ機動的に取り組み、港湾に関する計画、保安・危機

管理等、港湾に関する施策に反映していくため、港湾政策研究を推進する。研究の推進

にあたっては、港湾政策研究所を中心に以下の５分野を重点研究分野として研究調査 

委員会による活動、国土交通省、地方公共団体との連携に加え、客員研究員等の活用を

図る。 

  ・ 港湾の計画に関する研究 

  ・ 港湾の競争力強化に関する研究 

  ・ 物流に関する研究 

  ・ 保安・危機管理に関する研究 

  ・ カーボンニュートラルポートに関する研究 

 

  令和６年度に予定される主要な調査研究活動は以下のとおりである。 

（1） 港湾計画分野においては、令和５年度に引き続き個別の港湾に関する調査を実施 

する。 

（2） 港湾の競争力強化の分野においては、ロジスティクス機能の強化による成長戦略

や経済情勢を踏まえた港湾振興方策などの管理運営体制の調査研究に取り組む。 

（3） 物流分野においては、港湾に関わる物流情報の集積と発信を行うとともに、引き

続き物流講座を開講するなど人材育成に取り組む。 

（4） 保安・危機管理分野においては、港湾ターミナルにおけるITを活用した出入管理

の高度化や港湾保安設備の改善等に関する調査研究に取り組むとともに、災害時に

おける港湾活動の事業継続計画(ＢＣＰ)や危機管理に関する調査研究を引き続き  

実施する。 

 



（5） カーボンニュートラルポートの分野においては、洋上風力発電等について、海外

先進事例調査等の調査研究に取り組むとともに、関係団体との情報共有を進める。 

 

３－２ 港湾関係研究助成事業 

多様化・高度化する港湾行政の今後の展開に寄与するため、法学、経済学、社会学等 

の社会科学による港湾に関する研究等を奨励すること目的として、助成事業を実施する。 

 

３－３ 情報の集積と発信 

 港湾に関する総合的な情報を集積、発信するため、協会情報の電子化、研究レポート

の発行及び協会ホームページへの掲載を進めるとともに、港湾の抱える課題に対応した

講演会やシンポジウムを開催する。 

 

３－４ 交流の促進 

人的交流、情報交流の促進による港湾振興を図るため、シンポジウム、意見交換会等

交流事業を積極的に行うほか、全国港湾知事協議会、港湾都市協議会、日本港湾振興  

団体連合会等の行事に参加する。 

これらの活動を通じて港湾関係者の要望を把握するとともに、必要な情報の提供を  

図る。また、有識者やオピニオンリーダーとの繋がりを保持して会員等へのサービスの

向上に努める。 

さらに、国際交流活動として、国際港湾協会日本会議及び国際航路協会日本部会等の

活動に協力する。 

  また、令和６年度、秋に中国（河北省唐山市）で開催される予定の北東アジア港湾協

会長会議、北東アジア港湾シンポジウムに企画・参加する。 

 

４．出版・講習会等事業 

４－１ 研修・講習会事業の実施 

港湾に関する知識の向上、普及、啓発を図るため会員及び港湾管理者の職員や一般の

港湾関係者を対象に、港湾行政実務研修、物流講座、港湾行政セミナー等を開催する。 

なお、令和５年度のオンライン配信併用による開催状況を踏まえ、引き続き同様の取

り組みを進める。 

 

４－２ 資格認定事業の実施 

港湾の保安業務に関する専門知識、能力等を有する人材を育成し、確実で適正な保安

業務の実施に資するため、「港湾保安管理士」の資格認定を行うほか特定非営利活動  

法人港湾保安対策機構と共催で「港湾施設保安職員講習」を実施する。 

 

４－３ 情報誌「港湾」の編集・発行等 

関係者間で現状認識や情報を共有すること、一般への港湾関連情報の発信をはかる 

こと、明確なオピニオンを発信すること、港湾に関する情報の歴史的記録としての役割

を果たすこと等を目的として、情報誌「港湾」を編集し、毎月発行する。 

また、情報誌「港湾」編集事業の一環として、令和６年度も港湾海岸防災協議会との



共催により、「港の風景」写真コンテスト２０２４を実施するとともに、情報誌「港湾」

読者が選ぶポート・オブ・ザ・イヤーの表彰事業を継続して実施する。 

 

４－４ 改訂予定図書等 

継続的に刊行している各種基準関係図書等について、必要に応じ内容を更新して  

編集・発行する。 

(令和６年度改訂予定図書) 

 ・港湾土木請負工事積算基準 

  ・船舶及び機械器具等の損料算定基準 

  ・数字でみる港湾２０２４ 

  ・港湾の施設の技術上の基準・同解説（部分改訂） 

    

５．日本港湾協会賞等の表彰事業 

優れた港湾の研究、港湾建設事業、また各種企画による港湾振興活動に対し、それぞれ、論文

賞、技術賞、企画賞として表彰する。また、永く港湾に関して優秀な事業を成し遂げた者を鮫島

賞として、さらに永年に亘り港湾に関する職務に従事し、顕著な成果をあげた者を港湾功労者と

して表彰する。 

また、令和６年７月1日に、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が

施行されて２０周年を迎えることから、これを機に、港湾保安体制の構築に貢献された者、並び

に永年、港湾保安業務に携わってこられた者を特別功労者として表彰する。 

 


